
○岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成四年十二月二十五日規則第七十九号

岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。

岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和五十二年岐阜県規則第七十九号）の全部を改正する。

（趣旨）

第一条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和四

十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（廃棄物再生事業の登録の申請等）

第二条　法第二十条の二第一項の規定による廃棄物再生事業の登録を受けようとする者は、廃棄物再生事業者登録申請書（別記第一号様式）により知事に申請しなければならない。

２　令第十九条に規定する登録証明書は、廃棄物再生事業者登録証明書（別記第二号様式）のとおりとする。

３　令第二十条の規定による変更の届出は、廃棄物再生事業者登録変更届出書（別記第三号様式）によりするものとし、令第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更にあっては、登録証明書を添付しなければならない。

４　令第二十一条の規定による事業場の廃止、休止又は再開の届出は、廃棄物再生事業者事業場廃止・休止・再開届出書（別記第四号様式）によりするものとし、事業場の廃止の届出にあっては、登録証明書を添付しなければならない。

一部改正〔平成一五年規則一三〇号・一六年八八号の二〕

（再生利用業の個別の指定の申請等）

第三条　省令第九条第二号又は第十条の三第二号に規定する再生利用業の個別の指定（以下「再生利用個別指定」という。）を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書（別記第五号様式）に次の各号に掲げる書類及び図面を添付して知事に申請しなければ

ならない。

一　事業計画の概要を記載した書類

二　再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

三　取引関係を証する書類

四　生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

五　再生利用のための産業廃棄物の収集又は運搬（以下「再生輸送」という。）のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用（以下「再生活用」という。）を行う者との委託関係を証する書類

六　再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類

七　再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

八　申請者が法人であるときは、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

九　申請者が個人であるときは、その住民票の写し

２　知事は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証（別記第六号様式。以下「指定証」という。）を交付するものとする。

３　再生利用個別指定を受けた者（以下「再生利用個別指定業者」という。）は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書（別記第七号様式）に第一項に掲げる書類及び図面（当該変更に係るものに限る。）を添付して知事に申

請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

一　事業の範囲

二　再生利用の目的

三　再生利用の方法（輸送施設及び保管施設に係るものを除く。）

４　第二項の規定は、前項の変更の指定について準用する。

５　再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から十日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書（別記第八号様式）に指定証を添付して、知事に届け出なければならない。

６　再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から十日以内に、再生利用個別指定業変更届出書（別記第九号様式）により知事に届け出なければならない。

一　住所

二　氏名又は名称

三　事務所及び事業場の所在地

四　再生利用の方法（輸送施設及び保管施設に係るものに限る。）

五　取引関係

一部改正〔平成一七年規則一四号〕

（一般廃棄物処理施設の許可申請書等）

第四条　法第八条第二項の申請書は、一般廃棄物処理施設許可申請書（別記第十号様式）のとおりとする。

２　法第九条第一項の規定による変更の許可の申請は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書（別記第十一号様式）によるものとする。

３　知事は、法第八条第一項又は第九条第一項の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証（別記第十二号様式）を交付するものとする。

４　法第八条の二第五項（法第九条第二項において準用する場合を含む。）の検査の申請は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書（別記第十三号様式）によるものとする。

追加〔平成一二年規則二四二号〕

（一般廃棄物処理施設の定期検査）

第四条の二　法第八条の二の二第一項の規定による検査の申請は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書（別記第十三号の二様式）によるものとする。

２　省令第四条の四の四の規定による定期検査結果の通知は、定期検査結果通知書（別記第十三号の三様式）によるものとする。

追加〔平成二三年規則三五号〕

（一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出）

第五条　法第九条第三項（法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。）の規定による届出は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書（別記第十四号様式）によるものとする。

追加〔平成一二年規則二四二号〕、一部改正〔平成二三年規則三五号〕

（特定一般廃棄物最終処分場の状況等の報告）

第六条　省令第四条の十七の報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書（別記第十五号様式）のとおりとする。

追加〔平成一二年規則二四二号〕

（一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分終了の届出等）

第七条　法第九条第四項（法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。）の規定による届出は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書（別記第十六号様式）によるものとする。

２　法第九条第五項（法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。）及び第九条の二の三第二項の確認に係る申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書によるものとする。

一　省令第四条の五の二第四号に規定する基準不適合水銀処理物（以下「基準不適合水銀処理物」という。）の埋立処分の用に供される最終処分場以外の最終処分場　一般廃棄物最終処分場（基準不適合水銀処理物埋立処分用以外）廃止確認申請書（別記第十七号

様式）

二　基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供される最終処分場　一般廃棄物最終処分場（基準不適合水銀処理物埋立処分用）廃止確認申請書（別記第十七号の二様式）

追加〔平成一二年規則二四二号〕、一部改正〔平成二三年規則三五号・二九年九〇号〕

（一般廃棄物処理施設の熱回収施設の認定の申請等）

第七条の二　法第九条の二の四第一項の規定による認定の申請は、熱回収施設設置者認定申請書（別記第十七号の三様式）によるものとする。

２　知事は、法第九条の二の四第一項の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証（別記第十七号の四様式）を交付するものとする。

３　令第五条の五の規定による休廃止等の届出は、熱回収施設休廃止等届出書（別記第十七号の五様式）によるものとする。

４　省令第五条の五の十一の規定による報告は、熱回収報告書（別記第十七号の六様式）によるものとする。

追加〔平成二三年規則三五号〕、一部改正〔平成二九年規則九〇号〕

（市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置届出等）

第八条　法第九条の三第一項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書（別記第十八号様式）によるものとする。

２　法第九条の三第八項の規定による変更の届出は、一般廃棄物処理施設変更届出書（別記第十九号様式）によるものとする。

追加〔平成一二年規則二四二号〕、一部改正〔平成二三年規則三五号〕

（一般廃棄物処理施設の譲受け・借受け許可申請等）

第九条　法第九条の五第一項の許可の申請は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書（別記第二十号様式）によるものとする。

２　法第九条の六第一項の認可の申請は、合併・分割認可申請書（別記第二十一号様式）によるものとする。

３　法第九条の七第二項の規定による届出は、相続届出書（別記第二十二号様式）によるものとする。

追加〔平成一二年規則二四二号〕、一部改正〔平成二五年規則九四号〕

（産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出）

第十条　法第十五条の二の五に規定する届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書（別記第二十三号様式）によるものとする。

２　省令第十二条の七の十七第五項の規定による産業廃棄物処理施設の種類又はその施設において処理する産業廃棄物の種類の変更の届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更届出書（別記第二十四号様式）によるものとする。

３　省令第十二条の七の十七第五項の規定による一般廃棄物の処理の事業の廃止の届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る廃止届出書（別記第二十五号様式）によるものとする。

追加〔平成一五年規則一三〇号〕、一部改正〔平成二三年規則三五号〕

（一般廃棄物処理施設の設置等の許可証等の再交付申請等）

第十一条　法第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けた者、法第九条の二の四第一

項若しくは第十五条の三の三第一項の規定による認定を受けた者、法第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者又は再生利用個別指定業者（以下「許可等を受けた者」という。）は、許可証、認定証、登録証明書又は指定証（以下「許可証等」という。）をき損し、

汚損し、又は亡失したときは、再交付申請書（別記第二十六号様式）に、き損し、又は汚損した許可証等を添付して知事にその再交付を申請することができる。

２　許可等を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、知事に許可証等を返納しなければならない。

一　許可、認定、登録又は再生利用個別指定を取り消されたとき。

二　法第九条第一項、第十四条の二第一項、第十四条の五第一項若しくは第十五条の二の六第一項の規定による変更の許可又は第三条第三項の規定による申請に対する指定を受けたとき。

三　法第十四条第二項若しくは第七項若しくは第十四条の四第二項若しくは第七項の規定により許可の効力を失ったとき又は法第九条の二の四第二項若しくは第十五条の三の三第二項の規定により認定の効力を失ったとき。

四　許可証等の再交付を受けた後、亡失した許可証等を発見したとき。

一部改正〔平成一二年規則一三五号・二四二号・一五年一三〇号・二三年三五号〕

（最終処分場終了届出台帳）

第十二条　法第十九条の十二第一項の規定による台帳（以下「届出台帳」という。）は、最終処分場終了届出台帳（別記第二十七号様式）のとおりとする。

２　法第十九条の十二第三項の規定による届出台帳の閲覧の請求は、最終処分場終了届出台帳閲覧請求書（別記第二十八号様式）によりしなければならない。

３　届出台帳の閲覧は、岐阜県環境生活部廃棄物対策課（以下「閲覧所」という。）において行うものとする。
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４　閲覧所の休日は、岐阜県の休日を定める条例（平成元年岐阜県条例第五号）第一条第一項各号に掲げる日とする。

５　届出台帳の閲覧時間は、午前九時から午後四時までとする。

６　前二項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、臨時に届出台帳を閲覧に供さない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。

７　届出台帳は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

８　知事は、次の各号の一に該当する者については、届出台帳の閲覧を停止し、又は閲覧を禁止することができる。

一　係員の指示に従わない者

二　届出台帳を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

一部改正〔平成一二年規則一三五号・二四二号・一五年一三〇号・一七年七六号・一八年六二号・三〇年五号〕

（書類の提出）

第十三条　法、令、省令及びこの規則の規定により知事に提出することとされている書類は、県事務所の所管区域にあっては、県事務所長へ提出するものとする。

全部改正〔平成二三年規則三五号〕、一部改正〔平成二五年規則三七号・二七年三九号〕

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成十二年三月三十一日規則第百三十五号）

１　この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定による用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙を使用することを妨げない。

附　則（平成十二年九月二十九日規則第二百四十二号）

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

附　則（平成十五年十二月一日規則第百三十号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定による用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙を使用することを妨げない。

附　則（平成十六年十月二十七日規則第八十八号の二）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合については、この規則による改正後の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定にかか

わらず、旧用紙を使用することを妨げない。

附　則（平成十七年三月七日規則第十四号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成十七年四月一日規則第七十六号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合については、この規則による改正後の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定にかか

わらず、旧用紙を使用することを妨げない。

附　則（平成十八年四月一日規則第六十二号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成二十三年四月一日規則第三十五号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成二十五年四月一日規則第三十七号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成二十五年十月二十四日規則第九十四号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合については、この規則による改正後の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定にかか

わらず、旧用紙を使用することを妨げない。

附　則（平成二十七年四月一日規則第三十九号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成二十九年九月二十九日規則第九十号）

１　この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定にかかわらず、所

要の修正を加え、なお使用することができる。

附　則（平成三十年三月九日規則第五号）

１　この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定にかかわらず、所

要の修正を加え、なお使用することができる。

附　則（令和元年十二月十三日規則第七十九号）

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

附　則（令和三年三月二十六日規則第八十三号）

この規則は、公布の日から施行する。

別記

第１号様式（第２条関係）

一部改正〔令和３年規則83号〕

第２号様式（第２条関係）

javascript:void(0);
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=8779_0044.rtf


一部改正〔平成15年規則130号・16年88号の２〕

第３号様式（第２条関係）

一部改正〔平成15年規則130号・16年88号の２・令和３年83号〕

第４号様式（第２条関係）

一部改正〔平成15年規則130号・16年88号の２・令和３年83号〕

第５号様式（第３条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=8779_0045.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=8779_0046.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=8779_0047.rtf


 

一部改正〔平成12年規則135号・17年14号・令和３年83号〕

第６号様式（第３条関係）

第７号様式（第３条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=8779_0048.rtf


 

一部改正〔平成12年規則135号・17年14号・令和３年83号〕

第８号様式（第３条関係）

一部改正〔平成12年規則135号・令和３年83号〕

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=8779_0049.rtf


第９号様式（第３条関係）

一部改正〔平成12年規則135号・令和３年83号〕

第10号様式（第４条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=8779_0050.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=6845_0038.rtf


 

 



 

追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成15年規則130号・23年35号・25年94号・令和元年79号〕

第11号様式（第４条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=6845_0039.rtf


 

 



追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成15年規則130号・23年35号・25年94号・令和元年79号〕

第12号様式（第４条関係）

追加〔平成12年規則242号〕

第13号様式（第４条関係）



追加〔平成12年規則242号〕

第13号の２様式（第４条の２関係）

追加〔平成23年規則35号〕

第13号の３様式（第４条の２関係）

追加〔平成23年規則35号〕

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0017.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0018.rtf


第14号様式（第５条関係）

追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成23年規則35号・25年94号〕

第15号様式（第６条関係）

追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成29年規則90号〕

第16号様式（第７条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0019.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=R-20171124-004Z0003.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=R-20171124-004Z0001.rtf


 

追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成23年規則35号・25年94号・29年90号〕

第17号様式（第７条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=R-20171124-004Z0007.rtf


 

追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成23年規則35号・25年94号・29年90号〕

第17号の２様式（第７条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=R-20171124-004Z0008.rtf


 

追加〔平成29年規則90号〕

第17号の３様式（第７条の２関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0023.rtf


 

追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔平成29年規則90号〕

第17号の４様式（第７条の２関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0024.rtf


追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔平成29年規則90号〕

第17号の５様式（第７条の２関係）

追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔平成29年規則90号〕

第17号の６様式（第７条の２関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0025.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0026.rtf


追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔平成29年規則90号〕

第18号様式（第８条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0027.rtf


 

追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成23年規則35号〕

第19号様式（第８条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0028.rtf


 

追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成23年規則35号〕

第20号様式（第９条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=6845_0040.rtf


 

 



追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成15年規則130号・23年35号・25年94号・令和元年79号〕

第21号様式（第９条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=6845_0041.rtf


 

 



 

追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成15年規則130号・23年35号・25年94号・令和元年79号〕

第22号様式（第９条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=6845_0042.rtf


 

追加〔平成12年規則242号〕、一部改正〔平成15年規則130号・25年94号・令和元年79号〕

第23号様式（第10条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=R-20171124-004Z0005.rtf


追加〔平成15年規則130号〕、一部改正〔平成23年規則35号・29年90号〕

第24号様式（第10条関係）

追加〔平成15年規則130号〕、一部改正〔平成23年規則35号〕

第25号様式（第10条関係）

追加〔平成15年規則130号〕、一部改正〔平成23年規則35号〕

第26号様式（第11条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0033.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=S-20170901-062Z0034.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=8779_0043.rtf


一部改正〔平成12年規則242号・15年130号・23年35号・令和３年83号〕

第27号様式（第12条関係）

 

全部改正〔平成25年規則94号〕、一部改正〔平成29年規則90号〕

第28号様式（第12条関係）

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=R-20171124-004Z0006.rtf
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=21000A&houcd=H404902100079&sedno=5&sededa=0&filename=8779_0051.rtf


一部改正〔平成12年規則135号・242号・15年130号・17年76号・30年５号・令和３年83号〕


